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再処理事業指定基準規則の法的性格

原子炉等規制法の事業指定・変更許可の要件
を定めた規定の委任により事業指定・変更許
可の要件を定めたもの

→その内容は、まさに事業指定・変更許可の
要件であるから、変更許可において審査すべ
きものであり、「基本設計」であり、変更許
可取消訴訟の審理対象である



再処理事業指定基準規則の内容

• 第７条第１項：安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができるものでな
ければならない。

• 第１５条第４項：安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その
安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるもの
でなければならない。

• 第１５条第５項：安全機能を有する施設は、その安全機能を健全に維持するための適切
な保守及び修理ができるものでなければならない。

→健全性確認のためのアクセス、補修のためのアクセスができる
ことは変更許可の要件

→変更許可の審査で当然審査しなければならず、変更許可の取消
訴訟の審理対象であることは明らか



大半の機器にアクセスできない

•使用前事業者検査の対象箇所５４，３０１箇所の
うち、約７０％の３７，６８０箇所はアクセスで
きない

→もうそれだけで変更許可の要件を満た
していないんじゃないか



レッドセル内の耐震余裕の低い機器の例
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